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令和８年度 那覇市地域内公共交通導入検討業務に関する 

特記仕様書 

 

1．業務名称 

令和８年度 那覇市地域内公共交通導入検討業務 

 

2．履行期間 

   契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

  

3．業務対象区域 

   那覇市内 

 

4．適用範囲 

本仕様書は、那覇市（以下「発注者」という。）が発注する「令和８年度 那覇市地域内公共交

通導入検討業務」に適用する。 

 

5．業務目的 

  公共交通不便地域の公共交通改善の基本的考え方を整理し、改善の必要性の高いエリアを抽出

するとともに、当該地域にふさわしい交通システムを検討を行う。 

 

6．業務内容 

  別紙「令和８年度 那覇市地域内公共交通導入検討業務 業務内容書」のとおり。 

 

7．業務計画書等 

 （1）本業務受注者（以下「受注者」という。）は、契約成立後速やかに本業務に着手するものと

し、着手にあたっては、次に掲げる書類を発注者に提出すること。 

    ・着手届 ・管理技術者等通知書 ・照査技術者通知書・業務計画書 

（2）業務計画書には下記事項を記載することとし、発注者の承認を得ること。 

    ・業務概要 ・実施方針 ・業務工程表 ・組織体制 ・打合せ計画 

    ・成果品の内容 ・使用する主な図書及び基準 ・連絡体制 

    ・技術者一覧及び経歴 ・照査計画 ・その他必要事項 

（3）業務計画書の記載内容に追加又は変更が生じた場合には、速やかに発注者に文書で提出し、

承認を得ること。 
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8．配置する技術者等 

  受注者は、本業務を遂行するにあたって、発注者の意図及び目的を十分理解した上で経験のあ

る技術者を定め、かつ、適切な人員を配置し、正確丁寧に行わなければならない。配置する技術

者の資格及び役割等は以下のとおり。 

 （1）管理技術者 

   ①本業務の全般にわたり、技術的管理を行うものとする。 

   ②都市計画関連業務に精通した実務経験豊かな技術者とし、技術士（総合技術監理部門 建

設－都市及び地方計画若しくは、建設部門 都市及び地方計画）またはRCCM（都市計画及

び地方計画）の資格を有する者。 

 （2）照査技術者 

   ①業務計画書に本仕様書の「6．業務内容」の各過程における照査に関する事項を定め、これ

に従って業務の成果の確認を行うとともに、照査を行うものとする。 

   ②都市計画関連業務に精通した実務経験豊かな技術者とし、技術士（総合技術監理部門 建

設－都市及び地方計画若しくは、建設部門 都市及び地方計画）またはRCCM（都市計画及

び地方計画）の資格を有する者。 

 （3）担当技術者 

   ①管理技術者のもとで業務を担当するものとする。 

   ②交通計画関連業務に精通した実務経験豊かな技術者とする。 

 

9．資料貸与及び返却 

 （1）発注者は、発注者が所有する資料等で本業務に必要な資料等は、所定の手続きにより受注者

へ貸与する。 

 （2）受注者は、発注者から貸与のあった資料等について、その重要性を認識し、破損、紛失等の

事故がないように取り扱うものとし、業務上必要であっても発注者の承諾なくして複製又は

貸与してはならない。 

 （3）貸与した資料等について、破損、紛失等の過失が生じた場合には、受注者がその責任を負う

ものとする。 

 （4）受注者は、発注者から貸与のあった資料等について、業務終了後に速やかに返却するものと

する。 
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10．打合せ 

 （1）受注者は、発注者と常に緊密な連絡をとり、十分な打ち合わせを行うとともに、作業の途中

において報告を求められた時は、直ちに書面などによる報告を行わなければならない。 

（2）発注者と受注者の打ち合わせ協議は、着手時、定例会議、成果品納入時に行うが、それ以外

に必要な場合は協議の上、適宜、行うものとする。 

（3）打ち合わせなどの会議録は、受注者において必ず作成するものとし、相互に確認しなければ

ならない。 

（4）管理技術者は、着手前及び成果品納入時に立ち会うものとする。 

 

11．進捗報告及び検査 

 （1）受注者は、本業務の遂行にあたり、業務着手後毎月発注者へ業務進捗状況を書面で報告する

ものとする。なお、進捗10％以上の遅れがある場合は、遅れの理由及び遅れについての対応

を報告するものとする。 

 （2）受注者は、発注者の申出により随時検査を受けなければならない。 

 

12．業務の完了 

  本業務は、成果品を納品し、発注者の検収合格をもって業務完了とする。ただし、完了後であ

っても誤謬等が発見された場合は、修正又は再作業を行うものとする。 

 

13．法令等の遵守 

  受注者は、本業務の実施にあたっては、関連する法令等を遵守しなければならない。 

 

14．機密の厳守 

  受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を外部に漏らし、

または他の目的に使用してはならない。この契約が終了し、または解除された後においても同様

とする。 

 

15．成果品の納入及び帰属 

（1）成果品の納入場所は、那覇市役所都市みらい部都市計画課とする。 

（2）本業務における成果品は、すべて発注者に帰属するものであり、受注者は、本業務の過程及び

結果から知り得た情報について、発注者の許可なく公表、又は貸与してはならない。 

（3）本業務で調査した内容やデータ整理などに使用した原資料は、すべて成果品の一部として提出

するものとする。 
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16．その他 

（1）本仕様書に定めがない事項について疑義が生じたとき、及び、別に定める必要が生じたときは、

協議の上、定めるものとする。 

（2）今年度に那覇市都市交通協議会を2回（10月、3月）開催する予定である。1回目では中間報告

を行うために状況整理した内容を報告する。2回目では事務局案を提示し、承認を得ることを目

標とする。 

 

17．暴力団員等による不当介入の排除対策 

 （1）受注者は、当該業務を履行するにあたって「那覇市発注工事における暴力団員等による不当

介入の排除手続きに関する合意書（平成23年1月12日）」に基づき、次に掲げる事項を尊守し

なければならない。違反したことが判明した場合には、指名停止等の措置を行うなど、厳正

に対処するものとする。 

（2）暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに調査員に報

告するとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。 

（3）暴力団員等から不当要求による被害又は業務妨害を受けた場合は、速やかに調査職員に報告

するとともに、所轄の警察署に被害届を提出すること。 

（4）排除対策を講じたにもかかわらず、履行期間に遅れが生じる恐れがある場合は、速やかに調

査職員と工程に関する協議を行うこと。 

 

18．那覇市暴力団排除条例及び同排除要綱に基づく排除対策 

 （1）受注者は、当該業務を履行するにあたって「那覇市暴力団排除条例及び同排除要綱に基づく

排除対策」に基づき、次にあげる事項を遵守しなければならない。 

（2）受注者（落札者）は、暴力団密接関係者を市発注委託業務等から排除するため、別紙誓約書

兼同意書を都市計画課へ提出しなければならない。 

（3）受注者は、当該業務委託契約等関連の中で、直接の発注者又は雇用者（以下「直近上位請負

者」という。）に対し「１次及び２次下請以下の全ての下請契約者及び日雇労働者は、直近

上位発注者に誓約書兼同意書（下請用）を提出しなければならない」旨の義務を課さなけれ

ばならない。 

（4）受注者は、直近上位発注者に対し、誓約書兼同意書（下請用）を提出しない者と、下請契約

等を締結してはならない旨の指導をしなければならない。 

 （5）受注者はその旨、全ての当該委託業務関連者に周知しなければならない。 

 

19．成果品 

  本業務の成果品は次のとおりとする。 

（1） 業務報告書                   1部 

 （2）上記の電子データ                2部   （ CD-RまたDVD-ROM ） 

 （3）その他、発注者の指示する資料              １式 


